
高齢者の� �
インフルエンザ� �
予防接種は年内に！
　高齢者インフルエンザ予防接種は
12月31日㈬までです（医療機関によ
り実施最終日が異なります）。
　接種料免除（市民税非課税世帯ま
たは免除世帯、生活保護世帯の人）の
申請受付の最終は12月19日㈮〔必着〕
です。申請書を受け付けてから 1週
間程度で通知書を発送します。日程
に余裕をもって申請してください。
申・問 健康増進課（ 2階） 
　 ☎561‐2323、561‐0180

高齢者帯状疱疹予防接種は計画的に！
　該当者が定期接種として接種を受けられるのは今年度限りです。
ワクチンは生ワクチンと組換えワクチンの 2 種類あり、そのう
ち組換えワクチンは 2 回接種が必要です。 1 回目の接種から 2 カ月以上間
隔をおく必要があります（医師が早期の接種が必要と判断した場合、 1 カ月
以上の間隔をおいて接種が可能です）
対 �令和 7 年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳以上となる人�  

※�来年 3 月31日㈫までに上記の年齢になる人は誕生日を迎える前に接種
可能です

￥ �◦生ワクチン 2,500円�  
◦組換えワクチン 6,500円（ 1回）

　※�市民税非課税世帯または免除世帯、生活保護世帯の人は担当課の窓口
か郵送で事前手続きをすることで接種料が免除になります

他 �接種券を紛失した場合、再発行可能です。担当課へお問い合わせください
申・問 健康増進課（ 2階） ☎561‐2323、561‐0180

今年度76、81歳が対象です� �
後期高齢者� �
歯科健康診査の� �
受診期限が�
近づいています
　お口の健康づくりや誤
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予
防のために、無料で歯科健診を行っ
ています。歯と歯茎の状態に加え、
噛む力や飲み込みの検査など、口腔
機能全般をチェックします。対象の
人には、 ８ 月下旬に案内の封筒を送
付しています。
●予約 12月21日㈰まで
●受診 12月28日㈰まで
対 �昭和24年 ４月 １日〜昭和25年 ３月

31日、昭和19年 ４月 １日〜昭和20
年 ３月31日生まれの人

申・問 �滋賀県後期高齢者医療広域連合
　（大津市）
　☎522-3013、522-3023
問 �保険年金課（ 1階）� �

☎561‐2358、561‐2480

　毎年12月〜 3 月には、インフルエンザが流行します。感染を防
ぐためには、ウイルスを体内に侵入させないことや周囲にうつさ
ないことが重要です。
●マスクを着用しましょう
●手洗いやうがいをしましょう
●室内ではこまめに換気しましょう
●適度な湿度を保ちましょう
● �十分な休養と栄養バランスのよい食事を取り
ましょう

感染症拡大防止にご協力をお願いします。
問 �健康増進課（ 2階） ☎561‐2323、561‐0180

冬の感染症対策

たび丸への� �
年賀状をお待ち� �
しています！
　送ってくれた人全員に、たび丸か
らお返事します。来年 1月 6日㈫〔消
印有効〕まで。
●送付先 �
　〒525-8588 草津市役所 たび丸
問 �広報課（ ３階）� �

☎561-2327、561-2483

凍結破裂に注意！
水道管の冬支度を
しましょう
●凍結を防ぐには
屋外でむき出しになっている水道管
や蛇口には、厚手の布などの保温材
を巻き、その上からビニールを巻いて、
保温材が濡れないようにしましょう。

●凍結したら
タオルなどで覆って、ぬるま湯を
かけ、ゆっくり溶かしてください。
熱湯は厳禁！

●破裂したら
敷地内のバルブを閉めて水を止めた後、
破裂した部分に布テープをしっかりと
巻き付けて応急措置をします。市ホー
ムページに掲載の市指定給水装置工事
事業者へ連絡して、修理してください。
水道メーターから宅内側にある水道管
の破裂の修理費や漏水の料金は、使用
者の負担となります。道路上や水道
メーターまでの漏水は市が修理します
ので、連絡してください。

問 �・【水道管の凍結防止について】
  給排水課（ 2 階）�
  ☎561-2443、561-2481
　・【道路の漏水について】
  上下水道施設課（ 2 階）
  ☎561-2402、561-2481
  �守衛室 ☎561-2499（1６：４5～

翌日 ９：０0、土・日曜日、祝日）

救急診療のお知らせ

1 月二次救急（内科・外科系） 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
淡 済 淡

4 5 6 7 8 9 10
済 県 済 守 淡 淡 済
11 12 13 14 15 16 17
淡 近 済 守 淡 守 淡
18 19 20 21 22 23 24
淡 野 済 守 淡 済 淡
25 26 27 28 29 30 31
淡 県 済 守 淡 淡 済

入院などが必要な重症患者を診療する医療機関です。
受診の際は、必ず事前に電話で症状を伝えてください。
二次小児救急の診療は済生会滋賀県病院です。

夜間・休日の急診（重症患者を診療する医療機関）

Hospital

問い合わせ（当番病院）
淡 淡海医療センター（☎563-8866）守 済生会守山市民病院（☎582-5151）
済 済生会滋賀県病院（☎552-1221）野 市立野洲病院（☎587-1332）
近 近江草津徳洲会病院（☎567-3610）県 県立総合病院（☎582-5031）

湖南広域休日急病診療所(栗東市、済生会滋賀県病院前)
（☎551-1599、551-1600）
この診療所は、翌日まで診療が待てない急病患者に、応急的
な診療を行います。薬は原則1日分か休日分のみ処方します。

診療日時
�日曜日、祝日、振替休日、

　　　　　  �年末年始（12月28日㈰〜来年 1月4日㈰）
　　　　　  �(10：00～22：00 ※受付は 9：30～21：30）� �

※年末年始の受付は 9：30～20：30
診療科目 主に内科・小児科

日曜・祝日の急診

●医療ネット滋賀（全国統一システム医療情報ネット）
　https://www.shiga.iryo-navi.jp
　診療が受けられる医療機関を24時間お知らせ
　●電話自動音声案内（☎553-3799）
　（草津・栗東・守山・野洲市）
● �滋賀の救急電話相談� �
（短縮ダイヤル#7119か☎528-1317）
　�急な病気やケガの際、救急車が必要かなど、看護師

などがアドバイス。24時間365日利用可能（年中無休）
●小児救急電話相談（短縮ダイヤル#8000か☎524-7856）
　�ケガや急病で病院へ行った方がよいか判断に� �

迷ったときにアドバイス� �
 対 �県内在住の15歳以下のこども

　
相談日時

平日、土曜日（18：00～翌 8：00）
　　　　　　 �日曜日、祝日、振替休日、年末年始（ 9：00～翌 8：00）
●ONLINEこどもの救急
　http://kodomo-qq.jp/index.php
　診療時間外の受診について、判断の目安を提供
　対 �生後 1 カ月～ 6歳

急病のときは

診療時間
�土・日曜日、祝日、振替休日、年末年始（9：00～翌9：00）�
平日（18：00～翌9：00）

休日・夜間の薬に関するお困りごとは
右の二次元コードをご覧ください

12月二次救急（内科・外科系） 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
県 済 守 淡 近 済

7 8 9 10 11 12 13
淡 野 済 守 淡 県 済
14 15 16 17 18 19 20
淡 県 済 守 淡 済 淡
21 22 23 24 25 26 27
済 野 済 守 淡 近 済
28 29 30 31
淡 近 済 守

とき 診療所名 所在地 電話番号
12月30日㈫ 田園歯科医院 栗東市 ☎ 552-9360
12月31日㈬ 野洲U歯科・矯正歯科 野洲市 ☎ 586-6480

来年 1月 １ 日（木・祝） 髙橋歯科医院 守山市 ☎ 582-2053
1 月 2 日㈮ 医療法人聖歯会マリア歯科クリニック 若草五 ☎ 567-1150
1 月 3 日㈯ 伊庭歯科医院 新浜町 ☎ 563-7919

年末年始の救急歯科診療所　 10：00～16：00

�日時・期間　所 �場所　対 �対象　定 �定員　￥ �費用（記載がない場合無料）他 �その他　申 �申し込み・応募方法　問 �問い合わせ先
〒 市役所への郵送は、〒525-8588 草津市役所〔課名など〕　☎・ �市外局番は「077」

年末の交通安全県民運動
（12月1日㈪〜31日㈬）

❶こどもと高齢者をはじめと
する交通事故防止の推進

❷ながらスマホや飲酒運転な
どの根絶

❸自転車・特定小型原動機付自
転車利用時のヘルメット着
用と交通ルール遵守の徹底

❹横断歩道利用者ファースト
運動の推進

　年末年始の時期は飲酒の機
会が増え、無理な運転や飲酒
などが原因となる事故の多発
が心配されます。時間に余裕
を持った行動を心掛け、飲酒
運転をしない・させない環境
をつくりましょう。
問 �交通政策課（ 5階）
 ☎561-2343、561-2487

運動の重点

健康推進アプリ
「B

ビ ワ

IWA-T
テ ク

EKU」の�
賞品応募は １月中に！
　1,000ポイントで １ 口の応募がで
きます。賞品情報は「BIWA-TEKU」
アプリ内に掲載しています。12月末
でポイントはリセットされますが、
１ 月から、令和 8 年の応募のため
にポイントを貯めていきましょう。
まだアプリを利用していない人も、
ぜひダウンロードしてください。

�来年 1月 1日（木・祝）～31日㈯
対 �来年 ３ 月末時点で19歳以上の市

内在住の人（40～74歳の人は特定
健康診査を受診していること）

問 �健康増進課（ 2階）� �
☎561‐2323、561‐0180
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